
利根大堰周辺の治水と環境検討会 規約 
（改正案）  

（名称） 

第 1条 本会は、｢利根大堰周辺の治水と環境検討会｣（以下｢本会｣という）と称する｡ 

 

（目的） 

第 2条 本会は、利根大堰を中心とした昭和橋から葛和田・赤岩の渡し付近までの利

根川（150㎞～159㎞）を対象に治水と環境が共存する川づくりとその後の保全・

利活用について検討することを目的とする。 

 

（組織） 

第 3条 本会は、別添名簿に掲げる団体、行政、学識者により組織する｡ 

２．本会において、議事進行や意見集約等を行うコーディネーターを置き、本会

会員のうちから互選によってこれを定める。 

３．本会の事務局は、利根川上流河川事務所に置く。 

４．本会の会員の代理又は傍聴を希望する者は、予め会員を通じて申し込むもの

とする。 

 

 

（雑則） 

第 4条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、本会に諮っ

て定める｡ 

附則 

（施行期日） 

この規約は、平成２３年 ８月１０日から施行する｡ 

（改正） 

 この規約は、平成２８年 ３月 ３日から施行する。 

（改正） 

 この規約は、平成２９年 ８月２８日から施行する。 
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利根大堰周辺の治水と環境検討会 名簿 

（改正案） 

 

（五十音順、敬称略） 

 

（団体） 

新井 千明 NPO 法人 熊谷の環境を考える連絡協議会 副会長 

今村 武蔵 NPO 法人 ふるさと創生クラブ 代表 

岩田 薫 全国環境保護連盟 代表 

島田 勉 NPO 法人 行田ナチュラリストネットワーク 

須永 伊知郎 公益財団法人 日本生態系協会 理事 （※コーディネーター）

橋本 恭一 NPO 法人 行田ナチュラリストネットワーク 代表 

（行政） 

千代田町   

明和町   

行田市   

水資源機構 利根導水総合事業所  

国土交通省 利根川上流河川事務所  

（学識者） 

淺枝 隆 埼玉大学大学院理工学研究科 教授   

清水 義彦 群馬大学大学院理工学府 教授   

 

 


